
野辺地町公告第４号 

 

 野辺地町ホームページリニューアル業務について、公募型プロポーザル方式により実施するので、次のとお 

り公告する。 

 

 令和８年６月２６日 

 

野辺地町長 野 村 秀 雄 

 

１ 業務概要 

（１） 業 務 名 野辺地町ホームページリニューアル業務（以下「本業務」という。） 

（２） 実施場所 野辺地町役場、委託者が指定する施設その他本業務の実施に必要な場所 

（３） 業務内容 野辺地町ホームページリニューアル業務仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり 

（４） 業務期間 契約締結の日の翌日から令和９年３月３１日まで 

 

２ 公募型プロポーザルの参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次の各号の全ての要件を満たす者とする。 

（１） 法人格を有する者であること。 

（２） 野辺地町入札参加資格審査申請書を提出し、野辺地町物品購入等競争入札参加資格選定規程（平成 

 １６年野辺地町訓令甲第２６号）の要件を満たしている者であること。 

（３） 国及び青森県、野辺地町発注の契約に係る入札等の指名停止処分を受けていない者であること。 

（４） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（５） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１ 

年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

（６） 会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条の規定に基づく清算の開始又は破 

産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第１９条の規定に基づく破産手続開始の申立てがな 

されていない者であること。 

（７） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条及び第３条に基づ 

く暴力団及び暴力団員が実質的に経営を行っている業者又はこれに準ずる者でないこと。 

（８） 本業務を円滑に遂行するため、専門技術者等を含む十分な業務遂行能力及び適切な執行体制を有し、 

障害等が生じた場合にも迅速に対応できる者であること。 

（９） 【別紙２】データセンター要求仕様一覧に定める要件を満たすデータセンターからサービスを提供で 

きる者であること。 

（１０） 令和３年４月１日から令和８年３月３１日までに履行した業務において、国又は地方公共団体が発 

注した、CMSの導入を前提とする公式ホームページの構築業務について、本業務と同種又は類似の業務を 

履行した実績を有し、かつ、当該ホームページの運用保守業務を受託した実績を有する者であること。 

  

３ 参加申込の期限及び方法 

 本業務のプロポーザルに参加を希望する者は、下記により参加申込を行うこと。 

（１） 申込期限 令和８年７月９日（木）正午必着 



（２） 申込方法 野辺地町ホームページリニューアル業務公募型プロポーザル実施要領  

（以下「実施要領」という。）で示すオンライン申請フォームから行う 

こと。 

（３） そ の 他 上記のほか必要な事項は、実施要領に定めるものとする。 

 

４ 企画提案書の提出期限、場所及び方法 

 本業務の公募型プロポーザルの参加資格を得た者は、下記のとおり企画提案書等を提出すること。 

（１） 提出期限 令和８年７月１７日（金）午後４時 

（２） 提出場所 野辺地町役場 総務課 

（３） 提出方法 郵送又は持参（郵送の場合は必着とする。） 

（４） そ の 他 上記のほか必要な事項は実施要領に定めるものとする。 

 

５ 候補者の決定 

 令和８年７月２９日頃 

 

６ その他 

 （１）関係書類については野辺地町ホームページから取得すること。 

    https://www.town.noheji.aomori.jp 

 （２）確認事項がある場合は、実施要領に記載の方法により質問を行うこと。 


